
参考に情報提供するものです。 

保育所入所申込時の説明用パンフレットは別途作成します。 

子ども・子育て支援 新制度 について（在園保護者向け） 

座間市保育課 平成２６年１０月 

 

 平成２７年４月１日から子ども・子育て支援新制度がスタートする予定です。

現在も、国の子ども・子育て会議で議論の最中であり、詳細が決まっていない点

も多い状況ですが、保育所入所関係での主な点などをお知らせします。 

主な点（保育所入所関係）は、以下の３点です。 

 

 

保育の必要性に応じた「認定制度」が導入されます（裏面参照） 

 

入所（更新）申込書の様式を変更しますが、 

入所手続きや選考に大きな変更はありません。 

※申込（更新）手続期間が１１月４日～１２月中旬に

変更の予定です（例年は１２月～１月中旬）。 

 

 

利用者負担額が、保護者の個人市民税額に応じた額になります 

※４月～８月分は平成２６年度市民税額に応じた額となる予定です。 

９月～３月分は平成２７年度市民税額に応じた額となる予定です。 

 

税資料の写しのご提出が不要になります。 

（ただし、市が個人市民税を課税していない方など 

ご提出が必要な場合があります） 

※詳細を国が示していないため、利用者負担額をはじ

め詳細の決定は３月頃になるおそれがあります。 

 

 

国が定める保育所入所要件が広げられます（裏面参照） 

 

市は、従前から入所要件を広げていますので、 

実質的に変更ありません。 
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参考に情報提供するものです。 

保育所入所申込時の説明用パンフレットは別途作成します。 

 

「認定制度」（オモテ面１）の概要 

(１) ３つの認定区分 

●「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育希望の場合 

 

 

●お子さんが満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合 

 

 

(２) 保育の必要量に応じた区分 

２号認定または３号認定を受ける方は、保育の必要量によって、さらに、

「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれの利用区分に区分されます。 

 

      

    主に、フルタイム勤務を想定した利用。利用可能時間は最長 11時間。 

 

    主に、パートタイム勤務を想定した利用。利用可能時間は最長８時間。  

 

 

保育所入所要件（保育の必要性の事由）（オモテ面３） 

□ 月６４時間以上の就労（フルタイム、パートタイム、夜間、自営業などの居宅内の労働な

ど、基本的にすべての就労を含む） 

□ 妊娠、出産 

□ 保護者の疾病、障害 

□ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護 

□ 災害復旧 

□ 求職活動（起業準備を含む） 

□ 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む） 

□ 虐待やＤＶのおそれがあること 

□ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 

□ その他、上記に類する状態として市町村が認める場合  

 

【お問い合わせ先】               

座間市 福祉部 保育課 保育係          

電話番号 046-252-7202 ファクス 046-252-7043  

◆１号認定 教育標準時間認定 

◆２号認定 満３歳以上・保育認定 

◆３号認定 満３歳未満・保育認定 

「保育標準時間」利用 

「保育短時間」利用 
※延長保育は、別途料金がかかります。 

 保育時間（利用時間）については、施設ごとに設定されます。 

 

※延長保育は、別途料金がかかります。 

 保育時間（利用時間）については、施設ごとに設定されます。 

 


